
別紙 1 会議記録 (1)

会議名称 北本市庁舎建設委員会

開会及び

閉会 日時

平成 21年 7月 30日 (木)

午前 9時 30分 ～ 11時 20分

開催場所 東部集会所

議長氏名 委員長 高 岡 輝 夫

出  席

委員(者)

氏  名

号委員

号委員

号委員

号委員

号委員

現王園孝昭、福島忠夫、

牛山武彦、原 田信美

高岡輝夫、和田 博

矢部龍治、黒葛原武昭、

山畠則義、小尾富士雄

吉住武雄

野地恵美子

欠  席

委員(者)

氏  名

2号 委員 菅 野潤一、勝豊、染谷 日菜

説明者の

職 氏 名
北本市政策推進課 :吉野一

事務局職

員職氏名

北本市政策推進課長 :吉野一

政策推進課主査 :福島弘行

政策推進課主事 :石井伸也

会

議

次

第

1 開   会

2 あ いさつ

3 議  題

(1)庁舎建設の検討状況及び今後のスケジュールについて

(刻庁舎建設検討専門部会の設置について

(倒その他

4 閉    会



別紙 1 会議記録 (1)

資料 1 庁 舎建設委員会規則

資料 2 庁 舎建設に関する検討経緯

資料 3 地 震による作J壊危険度調査の検討に関する決議

資料 4 今 後のスケジュールについて (H21.7月 以降)
案

配布資料  1資 料 5 本 年度実施予定業務について

資料 6 北 本市庁舎建設検討専門部会設置について

庁舎建設基本計画 庁 舎建設委員会答申終了後修正箇所
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項

司会

委員長

司会

議長

事務局

議長

議長

司会進行 事 務局 (北本市総合政策部長)吉 野 一

1 開 会
・新年度にあたり委員の交代がありましたことから、ご紹介さ

せていただきます。 1号 委員の工藤委員に代わりまして、吉

住武雄様が委員となりました。 2号 委員の日島委員に代わり

まして、牛山武彦様が委員となりました。

また、委員の交代もあり本年度一回目の委員会とい うこと

で改めまして、委員の皆様より自己紹介をお願いします。

―委員による自己紹介―

2 あ いさつ

一委員長あいさつ、省略―

3 議 題
。それでは本 日の議題に入 ります。議長は委員長にお願いしま

す。

。それでは、議題に入 ります。議題(1)庁舎建設の検討状況及び

今後のスケジュールについて事務局より説明をお願いしま

す。

―資料に基づき、説明の実施―

・ただいまの説明について、ご意見、ご質問をいただきたいと

思います。説明資料に沿つて質問をお願いします。

・資料 2庁 舎建設に関する検討経緯につきましては、これまで

の経緯ということで特にご意見はないということでよろしい

でしょっか。

一意見なし―



会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議長

黒葛原委員

事務 局 (吉

野)

黒葛原委員

事務 局 (吉

野)

黒葛原委員

事務局 (福

島)

資料 3地震による倒壊危険度調査の検討に関する決議につい

てご質問ございますか。

倒壊危険度調査を行 うということになると思いますが、それ

にかける予算というのはどのようになるのですか。

もともと倒壊危険度調査に関しまして予算措置はしておりま

せんでした。今回、議会による決議がございましたことから、

その予算を捻出することとなります。本年度予算の中に、今

後予定されます庁舎建設基本設計業者選定支援業務の予算と

して450万 円がございますので、これらの落札減から行え

るのかということがひとつ、それから国の緊急雇用対策事業
の関係で750万 円ほどありますのでそれらを利用してでき

るものと考えてお ります。

平成 12年 に一度調査をされているとのことですが、その調

査結果は皆さんが見られているのですか。

平成 12年 度に行われましたのは、一般的に言 う耐震診断で

ございます。第 1庁舎や第 2庁舎などの診断を行い、0.7

の基準に対し、0。 35な どの判定が出ておりまして結果と

いたしましては、震度 6以 上の地震時には倒壊または崩壊す

る可能性があるとの報告がされておりまして、どのくらいの

被害が及ぶのか犠牲者がでるのかといった具体的なものが無
いというのが現状でございます。その部分につきまして、具

体的に行いましょうというのが今回の調査でございます。

少し疑問なのは、市としてせっかく調査したわけですからそ
の時点でこの程度まで崩壊 しますよという結論を出してもら

うべきであつたということと、 12年 に調査してから現在ま

で、何回もこれに近い地震が起きている中でそれでも倒壊 し

ていないので、急にここで改めて費用を費や して調査をする

ということは結構なことなのですが、予算のない中で果たし

てそれを行 う必要性があるのかということと、市の職員の中

でこういう調査をすることのできる資格者というのはいらっ

しゃらないのでしょうか。

平成 12年 に行った調査につきましては、一般的に行われて

いる耐震診断調査でありまして、建物の耐震診断というメニ

ューになっております。実際に第 1庁舎から第 3庁舎まで調
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

黒葛原委員

事務 局 (福

査を行いまして、それぞれの庁舎の 1階 、 2階 などについて

調査結果が出てお ります。基準の中に0,7と いう標準値が

あり、0。 3程度であると崩壊する可能性があるなどの各段

階で評価されております。その段階までの結果はでておりま

して、今回行 うのは、そのデータを利用して実際に人がいる

中で、例えば政策推進課の中には、この時間帯には何名働い

ていて、市民の方が何名 くらい来ているなどの推計をした上

で、この時間帯に地震があったらこのくらいの被害が出ると

いうものを調査するものとして考えています。一般的な耐震

診断の中では、被害想定までは行つていないので、今回はこ

の部分を補足とい う形で行 うことを考えてお ります。

この 10年 間診断結果が出たものに対 して、職員の皆様は危

険を感 じていなかったのでしょうか。普段からときどき市役

所にいきますが、余 り感 じていないように思います。

ただ、せっかく行 うのであればとことんやっていただいて

100万 円のものがそこで 150万 円になっても、徹底して

調査をしたその結果をきちんとしておかないと、その後 10

年 してもなんともないようなそんなものが改めて出てしまう

のではないでしょうか。いくらの費用を費やすかわかりませ

んが、どうかなとは思います。それから、いま新しい建物を

これから造ろうとい う最中でなんで調査をする必要があるの

か、どつちみち壊 してしまうのではないかとい うような個人

的な意見も持つています。やるんだったら徹底 してやつても

らいたいし、あと1～ 2年 で本格的に始まるのであればやる

必要が無いとの気もします。

議会のほうで、みんなが賛成されたという趣旨も、全然理

解できなくはないのですが、どのようなものかという気もし

ます。今は予算をなるべく残 して新しい建物を建てる方へ持

つていくようにしてもらいたいと思います。庁舎があと5年

とか先にしか建てませんというのであれば、やられたほうが

いいのではないかと思います。調査機関などの意見を取り入

れての話だと思いますが、市の職員の中にそ ういうことをや

れる方はいないのでしょうか。

耐震診断での結果は出ておりますので、あとは実態の調査と
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

島)

黒葛原委員

事務局 (福島

)

黒葛原委員

和田委員

黒葛原委員

いうことになつてきます。実際に利用している人数を把握す

る必要がありますので、当初は市の職員で対応 しようと考え

ておりました。今回、緊急雇用の事業が国の採択を受けまし

たのでその中で、利用者動線などの調査を行いますので、そ

の結果と平成 12年 の耐震診断の結果を合わせまして検討と

いう形でできるかと思つています。

それは、職員で対応するということですか。

もともと、自分たちで対応 しようと思つていた部分が緊急雇

用で採択を受けましたので ・・・。

緊急雇用はなるべく他のものに使つて残 して、他にいくらで

も緊急雇用で使わなくてはならない部分が他にもあると思い

ますので今の診断のほうは職員でできるのであればそこでや

つてもらいたい。市でどうしてもやる人がいないというので

あれば外注へ出してしつかりした機関にやつてもらう必要性

はあると思いますが、そこまで必要性が無いというのであれ

ば、市の職員による部会を増やしてもらってそこでやつても

いいのかと思います。それでも出来ないというのであれば、

専門の人を講師か何かで招いてちょつと説明を聞いてやれ

ば、皆さん十分な知識を持っているので出来るのだと思いま

す。国からお金をもらうからそ ういう風に使お うという発想

は出来れば止めてもらいたいと思います。

事務局へお聞きしたいのですが、今の倒壊危険度の調査とい

うのは、 12年 に行った耐震診断ですと、建物が崩壊すると

いつたところまでは結論が出ていないはずなのですよね。要

は耐震の性能があるかどうか、ですから0。 3で あるとか0。

1だ とすると耐震をするだけの力が無いとい うことは出てい

ると思 うのです。 じゃあ本当に倒壊するのか、崩壊するのか

というところまでは出ていないような気がするのですが、今

回の調査の中でその部分まで行 うのですか。

まず、この周 りの上尾、桶川、鴻巣を含めてこの何年かの間

に、事例があつたかというと多分ないと思 うのです。たまた

まこの地域がいい地域であったということもありますが、本

当に駄 目なものはやるべきだと思いますが、あいまいのまま

やってほしくはないという気持ちです。
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

事務局 (福

島)

和田委員

議長

事務 局

野)

現王園委員

士
口

12年 の調査の段階では耐震の性能がどの程度あるのかとい

う程度の調査でした。庁舎の中でどの部分が弱いとい うこと

はある程度考察の中に入つておりますので、この部屋が弱い

などの部分部分での判断はある程度出来ます。そのデータを

使つて行いたいと思います。耐震診断以上の調査を業者を使

って行 うというものではないですが、実態を調査することに

よってここの部屋が壊れてしまった場合にはこれだけの被害

が出るということを想定するといつたものとして考えていま

す。

もう一点として、この危険度調査を行って特に危険な場所な

どがあれば、その部分の対策というのは取るということにな

るのでしょうか。新 しい庁舎が出来るまでの間の最低限の何

かをやらなければならないのだろうと思 うのですが、その辺

はどのように考えていますか。

私も同意見なのですが、今ここで危険だということであれば、

それこそ今年度中に基本設計を行 うとい う段階ではあります

が、特別の対応をとるのか、逆にかなり安全度が高いという

判断が出たならば庁舎建設計画を延ばしてしまお うとかとり

あえず止めてしまお うとかといつたものが含みにあるのか、

そういつたことをお伺いしたいと思います。

議会の決議の本来の趣旨というのは、早急に庁舎を建てなさ

いとい うものだと思います。そのために、この決議をして危

険なところをきちんと見つけなさいとい うような指示だと思

います。ただ、ご指摘のとおり危ないのであれば明日にでも

直しなさいというのが反面出てくるのではないかと思います

が、緊急性があれば当然庁舎を管理しております総務課と修

繕等について用意はしなければならないものとして考えてお

ります。

議会の中でも確かに、提案がなされたときにそ ういつた議論

がありました。建替えましょうとしているのに、ここでなぜ

今それをというような意見がありました。その中で、どうし

ても建設をするのだ、議会としては進めるのだということの

中で、市民合意を得るにはこうした方がいいのではないかと

の話が出て、ただ倒壊するから危険ですよというわけではな



会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

黒葛原委員

く、危険度がこういう風にあつて、作J壊したら人命的に例え

ば何名の方が負傷されるなどといった危険度を市民の方にア

ピールするには、やはりこういう調査が必要だろうというの

が提案者の説明でして、説明材料に使 うものだと。

それからもう一つは、答申の中で時期的なものが40周 年

にこだわらない、あるいは財政的な配慮というものが答申の

中にでていたので、このままいくとまたずるずると先送 りさ

れていくのではないかという危険性を感 じた議員がいたわけ

です。何とか進めるためには、やはり市民の合意が必要だと

いうことでこういつた危険度調査をして、言葉だけではなく

示したほうがいいのではないかという点が議会の中での考え

方です。

大変失礼なことを言 うかもしれませんが、建てるための道具

とか、止めるための道具とかそのへんの判断とい うのは議員

さんや市民の方の意見なのかもしれないですけど、もう少 し

しつかり今の建物がだめなのか、市なら市できっちり調べて、

そこで建物が悪いところがあって全面的に直すのであれば、

多額の費用がかかることとなります。それで直しておいてま

た 1年 か2年 で新しい庁舎を造るなんていうそんな馬鹿な話

は多分出来ないと思いま,す。そ ういう意味からして、先ほど

から言つているように市の職員の中にそれなりの経験者の立

場の方がいるわけだから、そうい う人の調査で十分だと、ま

た、部分部分のことを言いましたけどこの部屋が良くて、隣

の部屋がだめだなんてそういう発想はないと思います。この

建物はいいかどうかそういう発想だと思います。ですから、

行 うのであれば行 うで、出来るだけ費用を圧縮 して、職員の

中にも十分矢日識のある方もいらつしゃると思 うので、そうい

う方を集めてやっていただくと、それでも駄 目ならば調査す

るに当たつて試験をしなければいけませんのでやむを得ない

とい うのであればしょうがないと思いますけど、あと1年 か

2年 で建替えるのにいまやる必要はないと私は思つていま

す。今話を聞いたように、これを議会の中でお話しがあった

中で全員が賛成だという話がありましたが、僕はそうではな

いなと思いました。造るのだったら今ここで費用をかけるこ

8



会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

現王園委員

黒葛原委員

矢部委員

事務局 (福

島)

矢部委員

事務局 (福

島)

原田委員

とは無い、という判断の人がいるのではないかという思いで

言いました。

そうい う議論は議会の中でもありまして、決議の最後の部分
では調査をしなさいということではまとまらなかったので

す。ですから、調査を検討 しなさいというような形で全議員
が賛同したという形になりました。

桶川の庁舎を見てもらえば分かると思いますが、もつとひど
い状況です。桶川のほうがもつと先にやると言つたのがずっ

とやらずに来ています。それでもあれで使用 しており、別段

倒れたなどの話は聞いたことありませんし、そ ういう話も聞
いておりませんのでその辺をもう一度検討 していただいて、
私はなるべく新 しい庁舎のほうへ費用を少しでも持っていけ
るとしたほうがいいのではないかというつもりで言つていま

す。

推定でどのくらいの予算を見ているのですか。

もともとこの倒壊危険度調査につきましては、予算組みをと

るような考えを持っていなかったものですから、今回委託を

する庁舎建設基本設計業者選定支援業務の委託先に相談を行
い、どの程度のものができるかというのを相談した中でもと

もとの委託費の中でやってもらうということを考えておりま
して、特段この部分で予算取りをするということを考えてお

りません。450万 円の範囲の中で行ってもらうことを考え

てお ります。

調査と基本設計業者が同じというところに疑間があるのです
が。調査をするのは調査会社で、基本設計を行 うところは設

計会社で調査の仕方がよく見えないのですが。

今回委託を予定している業務につきましては、基本設計を行

う業務ではなく、基本設計を行 う業者を決めるための業務と

してお りますので、委託を行 う業者が基本設計を行 う業者で

はありません。第三者の立場からの視点で設計業者を選ぶ支

援をしていただくものとなります。

この委員会の性格の問題ですが、庁舎建設特別委員会やこの

委員会があって、また市民からも意見を聞くということがあ
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議長

原田委員

議長

原田委員

黒葛原委員

りましたが、この委員会とは一体何なのだろうと思います。
いろいろなところから意見が出されることになつて、ますま

すまとまらないのではないでしょうか。この委員会の性格が

非常にぼんや りしていると思います。権限があるのかないの

か、責任というものはないとは思いますが、そういうものが

はつきりしていないとこの委員会に参加 している意味がない

と思います。

前回の答申が時間がない中で出してしまったような背景もあ

るのですが、限られた時間の中で委員会として十分な検討が

出来ないまま期限に併せるように努力をして答申をまとめて

しまった経緯があり、このため、各委員さんが十分意見を出

せていない状況もあつたのではないかと思います。答申とし

て皆さんの共通の理解をいただいた部分をまとめて答申させ

ていただきましたけれども、その後の運用につきましても関

わらせていただきたいということも申し上げています。今お

話がありましたように確かに何もきちつとした足場がないと

いうことではあるし、例えばこれから何か大きな変化があり

ましたときには、我々はまだ任期中でもありますことですし、

その時には自分たちの任務とい うのははっきり致しますの

で、この計画の進行について理解 したり関わらせて頂いたり

することが出来るのではないかと思つています。

今年の答申も初めてではなく、その前も出ているのです。そ

ういうものを基にして、第 2回 目の答申が出ているのです。
しかしその後、答申に対するものがなんら無いのです。今 日

まだ答申に対してどう処理されたのかなどの正式なものは何

も聞いておりません。何のための答申だったのでしょうか。

言いっぱなしのような状況のままであるということですね。

市の財源も使つて貴重な時間を害Jいて、答申を出してなんら

それが生かされていないのです。そういう委員会では意味が

ないのです。

原田さんがおっしゃるように、基本計画が送られてきた時点

で見させていただきましたが、我々が話 し合ってきたことが

あまり入つていません。もちろん入つている部分もあります。

でも、もともとあるベースは余 り変わっていない。半年くら
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議長

事務 局

野)

士
日

いかけたものに対 して、面積など最初のベースは崩 していな
い状況のまま行っているので、市役所としては我々に何を求

めたのだと、何を意見してほしいのだとかなくて形式だけの

ために集められたのではないかとの疑問は持ちました。面積

にしてもかなり減 らしてくれなどの意見が出ていますので、

それらを集約 したとしても最初のベースよりももつと圧縮 し

たものが基本プランとして出されて、出したものが 100%

正しいとは言いませんが、それに沿つた近いものを出してこ

れからのベースとなってや り取 りをしてもらえばいいと思 う
のです。それが一番最初と面積が変わっていないものが出て

来ていて、我々はもつと違 う形のものを言つたつもりなので

すが、それがほとんど活かされていないというのは寂しいと

感 じますし、役所というのはそ ういうものだというあきらめ

も半分あります。時間が余 りかけられなかったという話もあ

りましたが、ならばもつと呼んで時間をかけて検討するべき

だつたと思います。いついつや りますというのは、役所から

の呼び出しに合わせて行つたわけですから、それだつたらも
つと徹底的に行って答申を反映をしてもらわないと困るわけ

です。 100%入 れてくれといっているわけではなくてこれ

からも検討するといつているわけですから、そ ういうことを

やつてくれないと19年 度くらいのプランの頃に戻つてしま

つたのではないかというのが本音です。 とことんやるのであ

れば、やるべきだと思います。

我々の答申に対 して市当局ではどのように受け止めて、計画

策定の中でどのように反映されたのか、次回に改めて説明を
いただくようにお願いさせていただきます。
ご指摘の点につきましてはまさにそのとお りだと思います。

最終的なものはどのように変わったのかとい うところを、新

旧対照表として付けさせていただきましたが、時間の関係で

事細かに説明させていただきませんでしたが、基本計画を諮

問いたしましたときにいろいろな意見をいただきました。そ

れらの意見に対しましてこうしようああしようとい うことで

最終的な答申をいただきまして、事務局といたしましては今
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議長

議長

黒葛原委員

事務 局 (福

島)

黒葛原委員

事務局 (福

島)

黒葛原委員

事務局 (福

島)

後基本設計を発注する段階におきましてより小さな庁舎、あ

るいはよりお金のかからない庁舎というような論点もあつた

かと思います。それらの提案をきちんと業者選定の中で設定

してまいりたいという風に考えております。

修正のあった語句については確認が出来ましたので、答申の

受け止め方や大きな部分での答申の扱いについて、各委員が

はつきり分かり易いように改めて説明をいただきたいと思い

ます。

この点については、このようにまとめさせていただき、次ヘ

移 らせていただきます。資料4今 後のスケジュールについて

ご意見、ご質問ございますか。

9月 から11月 に基本設計の仕様書決定ということが書かれ

ておりますが、どの程度のことを言つているのですか。

基本設計の発注に向けた仕様書ということになるのですが、

業者選定に関しましては、業者から提案をうけるプロポーザ

ル方式の採用を考えております。この提案を出してもらうに

あたつての基準の部分の仕様書を作ることを考えてお りま

す。ですから、今の基本計画で言えば8, 500ポ を上限と

しておりますので、それをもう少 し小さくしたプランである

とか、庁舎建設基金の範囲内で建設するということを提案 し

てもらうなどといったことを盛 り込んだ仕様書を作ることを

考えております。

その業務を行 う業者には基本計画などを渡してやってもらう

ということですか。

そのように考えてお ります。

8月 に市民意識調査を行 うとのことですが、どのようなアン

ケー トをとるのですか。

8月 に予定している市民意識調査としましては、市全体で行

う調査で、市民2, 000名 程度を対象とした調査となりま

す。その中で、庁舎の関係についてもこれまでにもアンケー

トを行つておりまして、今回の調査につきましては、建てる、

建てないということではなく、建てるという方向の中で必要
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

黒葛原委員

事務 局 (吉

野)

黒葛原委員

事務 局 (吉

野)

議長

事務局 (福

島)

黒葛原委員

事務局 (福

島)

黒葛原委員

事務局 (福

島)

黒葛原委員

矢部委員

事務局 (福

島)

矢部委員

機能についてのアンケー トを行お うと考えております。文化
センターと連携 してといった前提がありますので、それらを

踏まえた質問内容になると思います。

2, 000名 とは、年齢構成や職種などを踏まえて選ぶので

すか。

市民意識調査は、2年 に一度市が全体に向けて行 う調査です。

この中に加えていただきたいということです。

別な内容も入つているということですね。

市政全般についてのアンケー トとなります。

設計業者の選定とい う項目も入つておりますが、補正予算を

取るということになると思いますが、最短の場合で 12月 議

会となるのですか。

最短のケースで行きますと、 12月 議会での補正とい うのが

最も早いケースです。 12月 議会後にく業者選定のプロポー

ザルを行 うとして業者が決まるのが年度いっぱいの3月 頃に

なると考えております。

そうなると、業者の選定を行つて年度末となり、その業者が

基本的なプランを出してくるのはいつ頃となると考えていま

すか。

通常基本設計には 1年 くらいかかるものと考えてお りまし

て、基本設計が終わるのは22年 度いっぱいになると思われ

ます。

23年 の3月 くらいに図面が出来てくるとい うことですか。

そのあとの実施設計はどのくらいかかりますか。

7カ 月から10ヶ 月程度はかかると聞いてお ります。

それから正式な施工に入るとい うことですね。

設計業者の選定とい うのはどのような決め方をするのです

か 。

設計業者を決めるのにあたり、業者選定委員会を設けまして、

業者から提案を受け、一番いいものを選定するということと

なります。
一番いいという判断は誰が行 うのですか。有識者が行 うので
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

事務局

島)

(福

議長

山畠委員

和田委員

すか。どういうようなシステムになるのですか。

その辺の選定基準などにつきましても、今回の業務で定めて

いこうと考えてお ります。一般的なケースでは有識者 として

大学の教授であったり、市の団体の代表者などにお願いして

います。 5名 から7名程度の構成をもつて選定委員会を立ち

上げ、提案の審査を行 うことで対応 しています。

今後のスケジュールの関係に他にご質問がないようですの

で、資料 5本 年度実施予定業務について移 ります。ご質問あ

りますでしょうか。

意見ではないのですが、和田委員にお伺いしたいのですが資

料 5の 選定支援業務において、中身やスケジュールというの

はかなり重要な作業となると思 うのですが、諸外国では選定
のためのプロポーザルの要求仕様書だけですごい分厚いもの

があつたり、それを造るのにかなり期間をかけたりしている

ことを聞いたりしていますので、和田委員が様々な県の建築
に関われたご経験もありますので、ご紹介いただければと思
います。

今、伊奈にありますがんセンターについて建替えをするとい

うことで、つい先ごろ基本設計の業者を決めたところです。

昨年度、たまたま支援業務をやはリコンサルに委託 しまして

行いました。それをやるための委員会なども立ち上げまして
コンサルの方で資料を作ったり、整理していただいたりして

約 1年 かけまして委員会の中でもんでやってきました。費用

はかなり違いますが、業務の委託は専門のコンサルでないと

出来ないところもございますが、ただ主たる考え方ですとか

は、職員が何人かで行つてきたということです。

たまたまがんセンターもプロポーザルで決めましたのでそ

の辺の仕様書は、基本設計に出すとなると建物の大きさなどの

要求書の中身を詰めていかないとならない。それから▼プロポ
ーザルをやる上で相手の基本設計をする業者の度量というか

技量を図るわけですから、それが明確にでるようなプロポーザ

ルの為の課題をどうするかというところが、なかなかコンサル

の中では出来ませんので市の職員方がやることになると思い
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

矢部委員

ます。

補足なのですが、委員会が立ち上がったときに決定したもの

に対 してこの委員会でどうこうという伺いの立て方ではなく

て、未来の市庁舎ということがどうあるべきなのかというこ

とが一番話 したい、市民の代表であるのですから決定してい

るものにどうこうではなくて、コンサルが作つてきたものに

対して意見を入れて、それを付力日したり遂行 していったりす

るだけでは済まないわけで、この委員会の中で基準的なこと

をひとつ作っていくことが大事であって、そのために公募で

来たわけで、何か答申に対 して出来たものに対 しての報告で

あれば、メールや文書のや りとりで十分だと思 うのです。時

間を作ってやるということが、決めていることがありそうな

のだけど、決まっているものに対 してちょつとこうでしたと

いうことなので、最初から疑間に感 じていました。プロポー

ザーとか設計業者を選定するときの意見とかが、どういうや

り方がこの委員会のシステムとして従来のや り方とは北本は

違 うことを目指しているのだということがなんとなく見える

のではないかとい うことを期待 していたのです。そういうこ

とが、あまりにもリサーチとかを主にしていくと、とても普

通なや り方なのだなと思います。個人的に話すとウイーンの

仕事もした事もあるのですが、その時には決定をする前に建

築事務所の人たちの羅列がずつと出て、そしてモデ リングが

出て市民が投票して決定したという、公開コンペのや り方を

していました。業者さんの選定の仕方を聞いたのですが、や

はり従来どお りのや り方にしか僕は感 じないのです。 200

0人 集めるといったときに、本当に子供が絵本のように書い

たり、こんな未来の市庁舎がほしいとかを幼稚園に頼むとか、

もつとドリームなことをステップとしてやっておくべきでは

ないかという気がするのです。ハー ド面で出来てしまって、

有識者、見識者が作ったものを応えられるかといつたら応え

られる筈がないのです。理論武装 して全部出来てしまって、

そ ういうときに市民の開かれた意見が取 り入れたものになる

のかということが、やはりこのや り方では楽しくないし、す

ごくシステム的だなという風に思つてしまうのです。 どうし
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議長

ても、この基本設計仕様書というのも一番最初に出た要する

にパソコンの中にあるデータを修正していくというや り方で

しか進めようがないから、どうしてもこういう仕様書になっ

てしまう。これを否定しているのではないのですが、もつと

優 しい呼びかけの言葉とか、出来た内容に対 して諮問書遂行

箇所、修正箇所など役所のお堅いや り方なのでしょうけど、
こんなことがあったなどといったようなものでいいのだと思

うのです。もつと近づいていくというか。ですから、ソーラ
ーとかグリーンイメージとか国がやつているようなことを、
いまさら取り入れてたくさん集めて引用する必要がないよう

な気がするのです。 どういう物が建てられるんだとい う中で

どういう人がどうい う意見を出して、どんな意見が聞かれた

というような、2000人 よりも僕は小学生とか、幼稚園と

から市庁舎とはどういうものを期待 しているかということを

聞くほうがもつと大事な気がします。彼 らに次にはゆだねら

れるわけですから、20年 後とか 30年 後の市庁舎のあり方

をどう考えているのかということは、有識者達の過去の経験

というのはこの次の段階であって、もう少し大事なことがア

ンケー トの中にもあるのかなと。アンケー トを広げるという
のではなくて、調査をするというのではなくてみんなの意見

とはそ ういうものではないかと思います。

その意見に関しましては、私も委員として申し上げますと私

たちは基本構想ができそれを受けて基本計画を作る段階でそ
の案について意見を求めるという形で諮問を受けたというこ

とで始まったわけです。今いただいたお話は基本構想を組み

上げる段階で、十分検討 して、必要に応 じて時間を割かれた

と思います。我々は、この制度の中の計画に委員として加え

させていただいたわけです。今お話いただいた内容は計画の

最初の段階の話となってしまいますので、そこまでいってし

まうと最初に基本構想を作ったところから、それは違 うので

はという話が出てしまうと思います。計画はある程度段階を

踏んで進んでいきますので、我々の場合には最初の段階で、

方向付けをしていただいてお りまして、それを受けましてそ

れに基づいて進んでいくというのが普通のや り方といえば、
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

黒葛原委員

原田委員

事務 局

野)

士
口

普通のやり方となります。今回の場合は我々はやむを得ない

のかなと思います。

私は、いま委員長が言つたことが半分、矢部委員が言つたの

が半分くらいな感覚でここに参加 させていただきました。当

然、最初に資料をもらいましたのでベースが出来ていて、逆

にベースが出来ていればそれに対していいか悪いか、広げた

り、縮めたり、形を変えたりや り易いのはや り易いと思いま

す。矢部委員が考えている原点まで戻つてしまいますと、委

員長がおつしやったような意見になつてしまうのですけど、

ただ、建てる時期がどんどんずれているわけでして、これだ

けずれてしまいますと、時代も変わってきてしまって、やる

といつて 10年 近くなるわけです。実際、これを建てるとな

ると4年 とか 5年先になってしまうと思います。聞いただけ

でも、これはうまく言つたときの話であつて実際に出来上が

るのは多分 26年 とか27年 ではないかと思 うのです。そ う

するとその時では今 とILt分時代が変わってしまっているわけ

です。ですから、このあと庁内に部門を作つて検討するとい

つてお りますが、それについても後で言わせていただきたい

部分もあるのですが、ですからなるべく基本設計の仕様書の

決定業者が決まったら我々とも一度くらいはその業者 と意見

交換をさせていただきたいと私はお願いしておきたいので

す。その業者さんがどうい う思いでそれを考えているのかお

聞きしたいし、我々が考えているのはこうですよとお話させ

ていただきたい、その中でベースを作ってもらいたいという

風な思いをお願いしておきたいです。

今年に入つてもう一回くらい庁舎の施設を見学しようとい う

話がちょっとあったように聞いておりますが、それについて

はどうお考えでしょうか。

視祭につきましては昨年 2箇所見させていただきましたが、

その他の部分で、今年の視祭について委員さんのほうでどこ

か良いところがあればとお聞きしたいと考えておりました。
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議長

事務 局

野)

議長

黒葛原委員

事務 局

野)

黒葛原委員

士
口

士
日

大変恐縮ですが、このテーマにつきましてはこの辺 として、

次に進めさせていただきたいと思います。議題(男庁舎建設検

討専門部会について、事務局より説明をお願い します。

―資料に基づき、説明の実施―

ただいまの説明に対 して何かご質問ございますか。

施設 ・IT部 会について一つお聞きしたいのは、庁舎の IT

環境整備に関することとなってお りますが、このメンバーと

いうよりも,IT関 係について専門家さんをたまには入れて、

話を聞くとかそういうことを行 う予定はありますか。

現在、庁舎には様々な IT関 係の業者が入つております。そ

れらの方々と個別話をするのかというところまでは決定して

おりませんが、部会が立ち上がりましたらそのような話もし

ていきたいと思います。

何社か業者を呼んでいただいて、今の状況をよく聞いた中で

決めていただきたいと思います。失礼ですけど、どうしても

庁舎の職員だけの集まりですので、民間側から見る感覚と役

所職員の感覚とは違ったイメージが出てくると思 うのです。

これだけの中で、スペースだとかそういう部屋数だとかあま

り決定してほしくない。我々は、拡大するのではないかとい

う懸念があるのです。あれだけ縮めようと言つたにもかかわ

らず基本プランとしては元に戻つてしまっているわけですか

らそれだと意味がないのです。ですから、構成メンバーも職

員の中でやられるというのは嫌だなという変な懸念ももつて

いるのです。出来るだけ、スペースにしても出来るだけ拡大

してほしくない。そのうち4年 後か、 5年後にはスペースが

余るくらいになる可能性があるわけですから、そういうこと

も考えてもらいたいと、それと窓田部会の中で市民課長を入

れて行 うのですけどこれについても本当にやるのであれば、

市の職員だけではなくて、市民の方も何人か入れて、基本計

画を作ったのですが、本当の細かいところが何も入らないと

いうこともありますのでその辺も検討 していただきたいと思
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

事務 局

野)

山畠委員

議 長

吉住委員

事務局 (福

島)

士
口

います。決して、市の職員さんがどうのこうのと言つている

つもりはございませんけど、どうしてもそういう面が出てく

ると思いますので、是非その辺は検討 してもらいたいと、一

番いいのは、失礼ですけど中小企業の事務所とか、施設をみ

ていただくと参考になると思います。大企業とかですと話が

違ってしまいますが、それくらいの視線でやられないと出来

上がったときになんだとい う話が出てしまうと思います。そ

ういう視線を持っていただきたいというお願いです。

ご指摘のとお りでございまして、立ち上げの再には本委員会

の検討事項等を十分勘案 しまして、お話をして最小の経費で

最大の効果が計れるよう、より小さな庁舎、そして、お金が

かからない庁舎として冒頭に話をさせていただきたいと思い

ます。なお、いろいろな検討結果がでましたら、この委員会

を始め市民の方にも説明してまいりたいと考えております。

いまのスペースの話なのですが、確かに職員のスペースは中

小企業と同程度並でいいと思います。最近私がいろいろ窓口

の係 と話をしますと個別に相談できる部屋を設置するべきだ

なと思いました。もつと増えるのではないかと思います。個

別のプライバシーの話をしている中ですぐ横に誰か違 う人が

いてなかなか話せない。また、DVな どもすごく増えていま

して、そういつた対応から、個別部屋をこまめに作らせさせ

ていただくと大変市民サービスにいいものとなるのかと思つ

ています。

今 日他に発言されていない委員さんもいらっしゃいますが、

今の部分、また、あるいはそれ以外の部分で何かございます

か。

窓田部会のところで、市民課長他 9名 となっておりますが、

福祉関係の方もこれからは多くなってくると思いますが、そ

の辺どう考えておりますか。

専門部会の設置に当たりまして、構成メンバーの募集に当た

りましては、職員からの公募という形を取つております。施

設 ・IT部 会や窓口部会の人数を多くしたのは、各部門、福
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

牛山委員

福島委員

祉部門や建設系の部門、教育系の部門などお客様の質も変わ

ってきますので、幅広く意見をお伺いしたいということから、

それぞれの部門から候補者が出ておりますので、全ての部門

を賄える体制が出来たかなという風に事務局では考えてお り

ます。

ここで委員を交代 しまして、資料を勉強したのですが、なか

なかすぐに皆さんが積み上げてきた内容について理解するこ

とが急いで出来ないのですが、このような会議の内容や雰囲

気を自治連の方ヘフィー ドバックしまして、住民の声を反映

させることが一番重要であると思いますので、今後自治連の

方とも話をしまして意見を反映していきたいと思います。特

にここでは、住民の一番使い易い、利便性のある庁舎とい う

面でいろいろと皆さんが他のご意見をいただきながら意見を

反映させていきたいと思います。

一番重要かなと思 う部分ですが、小さな役所、それとお金の

かからない役所、建設後のお金のかからない役所という話が

出ますが、あまりこればかりを追求してしまって、本当は防

災上に問題があるのだけれども小さいという意見が多いの

で、小さくしちゃったと、一方でそのような中で本当に必要

な動線まで削ってしまつたと、部屋数だとか建築面積だとか

を削つてしまったというようなところへ行かないでほしいの

です。自分もそうですが、イニシャルコス トの掛からない、

出来上がったらランエングコス トの掛からないのは勿論のこ

と、それと小さな庁舎というのはいいと思いますが、それば

っかりで使い勝手とかがわるくなってマイナスの部分となる

とか、動きづらくなってしまつて人件費が余計に掛かつてし

まうとかそういうところもあると思 うのです。そういうとこ

ろに注意しておいてほしいのです。それから、 10年 前だと

正規の職員も450人 、460人 くらいだつたと思 うのです。

それから30人 くらいは減っておりますので、職員が使 う面

積は減ったのかなと思 うのだけども、非正規の職員が306

人いるわけでして、それと併せると当時450、 60人 だつ
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

野地委員

議長

議長

議長

事務局

島)

(福

たのが今では、 750、 60人 くらいになっている訳です。

その人たちが外部で働いている人が多いと聞いております

が、内部で働いている人もいるわけです。ですから働いてい

る人の面積がそんなに減っていないので、その辺を注意して

もらいたいと思います。今後、正規の職員が減って、非正規

の職員が増えてくると思います。そういつたときにも、必要

な面積 というのを計算してもらいたいと思います。先ほど、

副市長がおっしゃっていたように、プライバシーが保てない

庁舎であるので、そ ういつたところも配慮してもらいたいな

と思います。

先ほど副市長もおつしゃつていたように、高齢介護課や福祉

課の間の通路を通 りますと、職員の方と全然知らない方の会

話が聞いてしまうわけではないのですが、通 りますので聞こ

えてしまい、本当に気の毒だなと、プライバシーの守れるよ

うな庁舎としてもらいたいと思います。それから、これから

若いお母様方なども利用されますので、いろいろな方の市役

所として使い勝手の良いものとしていただきたいと思いま

す。

ありがとうございました。それでは、議題(到のその他につい

て皆さんからのご意見や事務局からの連絡がございますか。

先ほど、原田委員からもご質問がありましたけれども、昨年

も一箇所視祭を行ったわけですが、今年もどうかとい うよう

なご意見がございますが、委員さんの方からここはどうかと

の話 しがあればと思います。もし無ければ事務局の方で、適

当なところを決めていきたいと考えてお ります。

事務局としてはどのような場所を考えておりますか。

さいたま市が区制を引いたときに新しく庁舎を造つておりま

して、議会部門は無いのですが、窓口などは最新のものが入

つていたり、建物の構造も鉄骨造や鉄筋コンクリー ト造など

いろいろなケースも見られると思いますので、さいたま市の

１
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発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

福島委員

黒葛原委員

区役所を何箇所か見られたらと考えてお ります。

委員の中で私も含めて殆どの人がお金の掛からない小さい庁

舎という話をしたのですが、全員でそれを言つてしまうと逆

に危険かと思 うのです。先ほど、民間の中小企業との話もあ

りましたが、そういうところは利益の出ない、金の生まない

場所は要らないという考えが非常に多いです。逆にそういう

ところも必要なのかなとも思います。私は、ひとりみんなと

違 う意見を言つていこうかなと思つているのですが、視祭先

で大きなホールを造つていて市民から苦情が相当あるんだろ

うなという庁舎があればいいと思 うのです。まあ、こんな無

駄なホールを造ったんだけども市民は何も言わないんだよな

というような場所があったら、是非そういうところに行って

みたいと思います。小さく小さくと追及してしまってそれが

本当に良いのかと思 うと、良いと思わないのです。多少の無

駄があつたりするのが、人間が生きていく中でちょつと必要

な面かなと思います。その無駄な部分をうまく演出して作っ

たときに、市民が文句を言わないような庁舎がどっかにあれ

ば是非視祭に行つてみたいと思います。

失礼ですけど、今の福島委員の意見を反対するわけではあり

ませんけど、確かにそういう時代があったと思 うのです。我々

の人生の中で社会に出て仕事をしている最中に、今おっしゃ

るようなゆとりを見たとき、自分たちが使つたときに少しそ

ういう部分があったほうがいいという時代が、僕の社会経験

の中で確かにありました。ただ今は、おっしゃることもわか

らなくは無いのですが、時代がちょっと違 うのではないかと

いう気がするのです。そういうのを求めている人が大半であ

ればそういうものを造れば良いと思 うのですが、私は、今は

そうではないと思 うのです。だから、さっき言つたように何

が何でも小さくしろといつたようなものではないと思 うので

す。必要なものはちゃんと造らなくてはならないと思います

けど今後必要でなくなってしまうものはなるべくコンパク ト

にしておいて、どうしても必要なものに費やすそうい う考え

会議記録 (2)
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議長

議 長

方でないとならないのだと思います。ただただ予算が無いか

ら切 り詰めろということではなく、あんまり切 り詰めろとい

うのであれば、もうしばらくや らないほうがいい、もう少 し

蓄えられた時期でやったほうが良いのではないか。いままで

にも話 しがありましたように、すぐこれが崩壊 してしまう話

しではありませんので、ですから、今は、世の流れがたまた

まそういう時期なのでこういう意見が出てくるし、同時に将

来に向けて、人口も減ってくるし、少子化になるし、そうい

うことも踏まえて建てなければならず、そうするとどうして

も多少規模は予定している規模よりも、コンパクトにしてお

くつもりで意見を言つているのです。何が何でも小さくして

しまえといっているわけではないのです。

ありがとうございます。この会はこれから以降も継続 します

し、今 日の事務局の説明を聞いておりますと、すぐすごい勢

いでとんとんと進むものではないようですので、共通事項な

どを絞っていただいて今の御意見についてできるだけ十分に

交換 していただいて、各委員さんのお考えを発表していただ

いて集約 していきたいなと、今までの話を伺って思いました。

確かに、効率一点張りではない、かといってそんなに運用が

無いという時代の中での計画でございますので、いろいろ御

意見があると思います。事務局も含めまして、そういった点

について認識がもてるように、そんな場にしていけたらよい

かと思います。

事務局の方へお願いがあるのですが、答申についてどんな風

に受け止めていただいて、それが計画づくりにどのように反

映されているかについて、ご質問させていただきたいという

のが一つ、設計業者選定支援業者の方が決まりましたら私ど

もと意見交換を設けていただきたいとい うことを検討 してい

ただきたいということ、施設見学を予定組んでいただいてお

りますので、委員さんの方からこういったところというもの

があれば、委員会を開かなくても委員さんから事務局の方へ

ご提案をしていただけたらいいな、という三つの事項が本
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会議記録 (3)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

議 長

事務 局

野)

士
口

日の委員会の中での話 しのまとめとさせていただきたい と

思います。
・ご協力いただきあ りがとうございました。本 日の議題はこれ

で終了とさせていただきます。

4 閉 会
―事務局自己紹介―

―副委員長、あいさつ一

ここめたるす

輛
久

舶日妹
そヽの７説戦名〕

陸一呼議
諦平

に署名する。
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北本市庁舎建設委員会規則

平成 7年 3月 15日

規貝U第 2号

(趣旨)

第 1条  こ の相則 は、北本市執行機 関の附属機 関に関す る条例 (昭和 5

6年 条例第 26号 )第 3条 の規定に基づき、北本市庁舎建設委員会 (以

下 「委員会」 とい う。)の組織及び運営に関 し必要な事項について定

めるものとす る。

(組織)

第 2条  委 員会は、委員 15人 以内で組織す る。

2 委 員は、次の各号に掲げる者 について市長が委嘱又は任命す る。

(1)市 議会議員  3人

(分 公 共的団体等の代表者  5人

(9 知 識経験者  2人

惚)市 民 3人

(引 市 職員 若 干名

(任期)

第 3条  委 員の任期は、2年 とし、再任 され ることを妨げない。ただ し、

委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者 の残任期間 とす

る。

(委員長及び副委員長)

第 4条  委 員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委 員長は、会務を総理す る。

3 副 委員長は、委員長を補佐 し、委員長に事故あるときは、その職務

を代理する。

(会議)



第 5条  委 員会の会議 (以下 「会議」 とい う。)は、委員長が招集 し、会

議の議長 となる。

2 会 議は、委員の過半数が出席 しなければ開 くことができない。

3 会 議の議事は、出席委員の過半数で決 し、可否同数の ときは、議長

の決するところによる。

4 委 員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席 を求め、意見

を聴 くことができる。

(庶務)

第 6条  委 員会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理す る。

(委任)

第 7条  こ の規貝Jに定めるもののほか、委員会に関 し必要な事項は、市

長が別に定める。

附 則

この規則は、平成 7年 4月 1日 か ら施行す る。

附 貝J(平成 7年 規則第 31号 )

この規則 は、公布の 日か ら施行する。

附 則 (平成 16年 規則第 13号 )

この規則 は、平成 16年 4月 1日 か ら施行す る。

附 則 (平成 18年 規貝J第 46号 )

この規則は、平成 18年 5月 1日 か ら施行す る。

附 則 (平成 20年 規則第 7号 )

この規則は、平成 20年 4月 1日 か ら施行する。



資料 2

庁舎建設に関する検討経緯

月  日 内 容

平成 19年 3月 20日 ◎庁舎建設特別委員会委員長報告

(庁舎建設特別委員会)

平成 19年 3月 27日 北本市庁舎基本構想の答申

(庁舎建設委員会)

平成 19年 4月 26日 ◆ 公共施設整備検討委員会

(1)北本市庁舎基本構想について(報告)

(列保育所建物劣化診断の報告(平成 18年 実施)

平成 19年 9月 9月 議会において庁舎基本計画策定業務 補 正

予算による対応

平成 19年 11月 ～

平成 20年 2月

基本計画業務委託業者選定

平成 20年 3月 18日 ◆ 公共施設整備検討委員会

(1)庁舎の建替えについて
・保育所の建替えについて、早急に取組む必

要がある中で、保育所の用地取得や財政上

の面から庁舎敷地への建築についての検討

もすることについて、委員会へ諮った。

平成 20年 4月 30日 ◆ 公共施設整備検討委員会

(1)庁舎建替えに伴 う保育所の建設について
・庁舎敷地への保育所の建築の検討を進める

に当た り、庁舎建設の検討 とあわせて保育

所 と一体の建物についても併せて検討を行

うこととした。

平成 20年 5月 2日 ◇ 北本市庁舎建設検討委員会

(1)庁舎基本計画の策定について
。公共施設整備検討委員会検討内容報告及び

意見の聴取
・庁舎 (単独)の 建設 とともに、保育所 と一

体の建物についても検討を行 うこととし

た。

平成 20年 5月 27日 □北本市庁舎建設検討委員会

(1)庁舎建設について
・検討スケジュールの確認



平成 20年 9月 27日

(土)

午前 9時 ～ 11時

◇ 市民説明会

公団地域コミュニティ委員会

参加者 20名

平成 20年 9月 27日

(土)

午後 6時 30分 ～

8時 30分

◇ 市民説明会

東間深井コミュニティ委員会

参加者 36名

平成 20年 9月 28日

(日)

午前 9時 ～ 11時

◇ 市民説明会

本町西高尾コミュニティ委員会

参加者 21名

平 成 20年 19月 28日

(日)

午後 2時 ～4時

◇ 市民説明会

西部コミュニティ委員会

参加者  0名

平 成 20年 9月 28日

(日 )

午後 6時 30分 ～

8時 30分

◇ 市民説明会

東団地域コミュニティ委員会

参加者  8名

平成 20年 10月 3日

(木)

午後 6時 30分 ～

8時 30分

◇ 市民説明会

南部地域コミュニティ委員会

参加者 13名

平成 20年 10月 4日

(金)

午後 6時 30分 ～

8時 30分

◇ 市民説明会

中央地域コミュニティ委員会

参加者 15名

平成 20年 10月 5日

(日)

午前 9時 ～ 11時

◇ 市民説明会

中央地域コミュニティ委員会

参加者 32名

平成 20年 10月 5日

(日)

午後 2時 ～ 4時

◇ 市民説明会

南部コミュニティ委員会

参加者 12名

平 成 20年 10月 5日

(日)

午後 6時 30分 ～

8時 30分

◇ 市民説明会

中丸コミュニティ委員会

参加者 37名



平成 20年 10月 14

日 (火)

◎庁舎建設特別委員会
・庁舎建設に関す る各種委員会の説明につい

て
・市民説明会の内容について

10月 30日 (木) ◎庁舎建設特別委員会
・市民説明会の結果 (庁舎建設に関する意見)

について
・庁舎建設特別委員会の今後の運営方針につ

い

ツ

C

11月 13日 (木) ◇ 市民説明会

市政モニター

参加者  8名

・市民説明会実施回数 全 16回
・参加者数    延 べ 283名
・意見総数      357件

11月 18日 (火) ◎庁舎建設特別委員会
・庁舎建設に関する件について

11月 21日 (金) ◆ 公共施設整備検討委員会
・市民説明会意見等の報告

11月 25日 (火) □ 庁舎建設検討委員会
・市民説明会意見等の報告

11月 26日 (水) ○ 庁舎建設委員会
・庁舎建設委員会について
。庁舎建設の経過等について
・今後の進め方について

平成 21年 1月 13日

(火)

○ 庁舎建設委員会
・視祭 上 里町役場、本庄市役所

平成 21年 1月 21日

(水)

○ 庁舎建設委員会
・諮問
・庁舎建設基本計画 (案)に ついて
。市議会特別委員会中間報告について
。市の財政状況について



・合併後の庁舎の利用状況について

平成 21年 1月 21日

(水)か ら 2月 19日

(30日 間)

庁舎建設基本計画 (案)パ ブリックコメントの実

施
・意見提出件数 11件

平成 21年 2月 10日

(火)

① 庁舎建設委員会
・庁舎建設基本計画 (案)に ついて

平成 21年 2月 18日

(水)

◆公共施設整備検討委員会
・庁舎建設について

平成 21年 2月 27日

(金)

○ 庁舎建設委員会
・庁舎建設基本計画 (案)に ついて

平成 21年 3月 10日

(火)

◎ 庁舎建設特別委員会
・庁舎建設基本計画 (案)に ついて

平成 21年 3月 24日

(火)

○ 庁舎建設委員会
・庁舎建設基本計画 (案)の 答申 (案)に つ

い ア
C

平成 21年 3月 31日 庁舎建設委員会答申

平成 21年 3月 31日 庁舎建設基本計画策定

平成 21年 6月 23日 ◎ 庁舎建設特別委員会
・庁舎建設特別委員会委員長中間報告
・地震による倒壊危険度調査の検討に関する

決議

平成 21年 6月 30日 □ 庁舎建設検討委員会
・庁舎建設の検討状況について
・庁舎建設検討専門部会の設置について

平成 21年 7月 14日 □ 庁舎建設検討委員会
・庁舎建設検討専門部会部会員の指名につい

て



委提第 1号

地震による倒壊危険度調査の検討に関する決議

会議規則第 14条 第2項の規定により、地震による倒壊危険度調査の検討に関
する決議を次のとおり提出する。

平成21年 6月 23日  提 出

庁舎建設特別委員会委員長  現 王園 孝  昭

北本市議会議長  ,高  橋  節  子
′

様



地震による倒壊危険度調査の検討に関する決議

北本市に大きな影響を及ぼすと考えられる地震 (関東平野北西縁断層帯地震 ・

マグニチュード7.7ほか)を 想定し、建物倒壊の危険度や液状化の危険度、揺れ

やすさなどを予測した 「北本市地震ハザードヤップ」が先ごろ策定された。

平成12年に行われた北本市庁舎建物診断調査では、第1、第2庁舎の耐震性につ

いて 「震度 6以上の地震時には倒壊または崩壊する危険性がある」との報告がな

されたが、補強工事は庁舎の機能を大きく制約することから、未だ耐震改修は行

われていない。
このような庁舎の現状は、建築基準法 (法律第201号)お よび建築物の耐震改

修の促進に関する法律 (法律第123号)に 違反するものではないが、
~障

害者、高

齢者を含む多数の市民が来庁し、多くの市職員が在庁する建築物であることから、

法律の趣旨をふまえた対応が求められる。

また、平成19年の北本市庁舎建設委員会委員長答申および庁舎建設特別委員会

委員長報告では、建設への早急な取り組みが提言されている。     i

よって北本市は、現状の危険性を明確に把握し、立ヽつ襲つてくるかわからない

地震の被害を最小限に食い止め、地震による建築物の倒壊等の被害から多くの市

民および市職員の生命、身体を保護することを目的に、早急に庁舎の倒壊危険度

調査を検討すること。

以上、決議する。

平成21年 6月 23日

北 本 市 議 会



庁舎建設 今 後のスケジュールについて (H2187月 以降)案

時 期 会 議 等 名 内 容

7月 ・設計業者選定支援業務業者

選定

・庁内部会設置

財政、施設 IT、 窓田部会

(以降随時開催)

・庁舎建設委員会

各部会の立ち上げ

現状把握や必要事項の洗い出し

財政予測等協議

今後のスケジュール等報告

8月 市民意識調査 ・アンケー トの実施

9月 ～ 11

月

庁舎実態調査

市民説明会

規模及び上限事業費決定

基本設計仕様書決定

庁舎建設委員会

業務委託による利用者動線調査な

どの状況調査

市民合意形成

12月 以降 設計業者選定準備等

1月 ～ 3月 設計業者選定

特別用途地区指定協議

庁舎建設委員会は、平成 21年 度 5回 の開催を予定



本年度実施予定業務について

1 北 本市庁舎建設基本設計業者選定支援業務委

○ 業務概要

北本市庁舎建設基本計画 (平成 21年 3月 )を 基に、庁舎建設基本設計の発

注に向けた各種条件の調査、検討及び市民対応、設計業者選定プロポーザル実

施に向け支援を行 うもの。

① 業務内容

① 庁 舎建設基本設計発注に向けた条件整理

・建築物の建設規模や形態、構造や機能 ・性能等の見直 しによる事業規

模縮小の検討及び提案
・設計与条件及びプロポーザルの課題等の整理

・ プロポーザルに係 る資料の作成
・ プロポーザルの審査に対する助言等

② 庁 内検討組織等への支援及び資料作成

③ 市 民対応に関する支援及び資料作成

④ 地 震による建物の倒壊危険度調査

2 新 庁舎建設に向けた住民満足度向上の為の実態調

① 業務概要

新庁舎建設の検討にあたり、来庁者にとつて快適で機能的な環境を創出し、

市民サービスの向上を図るとともに、新庁舎計画に際して、経済的・効率的な

計画を策定するためのデータベースを作成する。

① 業務内容

① 市 民サービス状況調査
・利用者動線調査 市 民の窓口利用状況や動線などについて観察調査

を行う。
・利用者アンケー ト 来 庁された市民に対し、アンケー ト調査を実施す

る。

上記調査の集計 ・分析を行い、現状の課題点や改善策を示す。



② OA機 器 ・家具・什器、レイアウ ト調査、文書量調査

。 現状 レイアウ ト調査 現 地調査により、現在使用のOA機 器 ・家具・

什器等を調査するとともにレイアウ トを確認する。また、現状 レイア

ウ ト図を作成 し、OA機 器 リス ト、家具 ・ff器リス ト及び文書報告書

等を作成する。



北本市庁舎建設検討専門部会設置について

<設 置の目的>

平成 20年 度に策定した北本市庁舎建設基本計画をもとに、基本設計の

発注に向けた条件整理を行 う予定であり、この条件整理を行 うにあたつて、
事業手法の決定や市の財政状況の把握、実際に庁舎を使用する職員の意見
の集約などが必要であることから、市職員により構成される北本市庁舎建

設検討専門部会を設け、専門的事項について調査研究を行 うものです。

【専門部会構成図】

庁

舎

建

設

検

討

委

員

会

財政部会

①構成メンバー

・財政課長ほか4名

○検討内容
・財政シミュミレーションの検討
・財源の確保について
'そ の他

―       |

窓田部会

○ 構成メンバー

・市民課長ほか9名

○ 検討内容
・市民に使い易い窓日の検討
・バ リアフリー ・ユニバーサルデザ

インに関すること
。その他



庁舎建設基本計画 庁舎建設委員会答申終了後修正箇所

修 正 箇 所 修 正 内 容

「はじめに」の進!カロ

1-2こ れまでの経緯 P2 これまでの経緯に、基本計画策定における

取組み状況を記載

1-2こ れまでの経緯

表 新庁舎建設の検討経過

P2 庁舎建設基本計画の策定に向けた取組み

にパブリックロコメントの実施を追加

1-4市 の概要

(2)人回

P8 北本市の人口推移の推計を最新データ(H

20年 12月推計)へ変更

2-3新 庁舎の施設整備の考

え方

P14 将来に予想される合併についての配慮を追

カロ

(2)市民に開かれた分かりや

すい庁舎

P15 文化センターとの連携を考慮した市民活動

スペースや市民ホールとすることに変更

■低層部分 口上層部分に配置

する部署の考え方

P16 階数の表現の削除

上層部分に議会部門を追加

(3)バリアフリーロユニバーサ

ルデザインの推進

P16 前段部分に、「来訪者とともに職員を含め

た」を追加

②敷地内通路 P16 「歩行者と自動車との交差を出来るだけなく

す設計」を追加

⑤エレベーター P19 「車椅子利用者や視覚障害者対応」を「障

害者対応」へ変更

(5)市民に開かれた議会機能 P18 将来における合併への対応について追加



3-2施 設規模

(1)庁舎の全体規模

P 2 4、

25

各算定基準に注記「算定基準による規模の

算定であり、各室等の大きさを決定したもの

ではない」旨を挿入

3-2施 設規模

(1)庁舎の全体規模

P26 既存庁舎の活用とあわせ、「文化センターと

の連携」についても追加

4-1土 地利用の方針

(2)道路整備の方針

P29 文章に「歩行者と車の動線」を追加

5-1建 設費用 P36 文章に「規模の縮小や必要機能の精査な

ど」を追加

5-2財 源 P37 文章に「事 業費の縮減を図るとともに」を追

カロ

6-2事 業費縮減の検討 P40 文章に「庁舎建設基金の範囲内を目標と

し」を追加

(2)事業手法の検討による縮

′」ヽ

P42 PFI方式の検討内容の修正

フー1今後のスケジュール P44 「市制40周 年である」を「下記スケジュール

案に基づき」へ変更

7-2今 後の課題、検討事項

(3)発注手法の検討

P45 地元企業の参入機会創出について追加
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